
 



  



 

 

 

 

 

① 共同受注事業 
 

協業委員会において、組合が窓口となり外部

のお客様から受注した案件を、共同で製造して

納品します。右図は初めて共同受注として取り

組んだ(株)マイントピア別子の観光列車のリ

ニューアル事業です。現在もメンテナンス事業

に取組んでいます。様々な共同受注の形態が考

えられますが、組合としては果敢に取り組んで

参ります。 

 

② 受注開拓事業 
 

毎年、東日本と西日本の有力メーカに役員

が訪問し、組合員のＰＲを行っています。ま

た、新年の挨拶を兼ね住友本社(鉱山、化学、

重機、林業)に、愛媛県、新居浜市、商工会議

所と一緒に訪問し、各種情報交換を行ってい

ます。組合員には、訪問した企業の情報を整

理し提供するとともに、受注機会の拡大を図っています。 
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③ 人材育成支援事業 
 

在職者の技術・技能研修を行う新居浜ものづくり産

業振興センターと、新居浜産業技術専門校の研修項目

の充実を求めていくとともに、新居浜産業技術専門校

を受講する組合員に対し受講料の補助をしています。 

 

④ 人材確保推進事業 
 

近郊の高等学校を訪問し、就職担当教諭に対し新居浜の機械産業で働く魅力を説明することで、

組合員への就職促進に努めています。また組合は無料職業紹介所の指定を受け、ハローワーク求

人・情報提供サービスにより登録求職者に対し組合員の求人情報の提供を行っています。 

さらに、新居浜市と契約して旧雇用促進住宅（新居浜市松原町 5 番）の優先利用が出来るよう

になっています。新居浜市の人口減対策の一環であるため、市外から通われている方などが入居

対象となります。ちなみに鉄筋コンクリート 5 階建て、間取(6 帖、４.５帖、台所、浴室、トイレ）、

家賃 18,836 円／月（令和 2 年 7 月 1 日時点）です。 

 

⑤ 安全・衛生パトロール事業 
 

産業界での自主的な労働災害防止活動を推進する

ため、安全意識の高揚と安全活動の定着及び社員の

健康確保と増進を目的として、週間に合わせて各パ

トロールを実施しています。 

 

⑥ 青年部育成事業 
 

次世代の後継者育成のため、会員間の親睦(3 委員会顔合わせ会、ビール

会、家族会、新年会、ゴルフ、研修旅行、追出し会、役員引継ぎ会)、研修

（研修旅行、セミナー、パトロール同行）等、盛沢山の事業を行っています。 



 

⑦ 全員参加型委員会 
 

組合には前項の組織図に表す５つの委員会があり、各役割を担

って事業を推進していますが、各委員会の横連携を深めるため、毎

年一度、合同で先進地視察や先端技術視察、異種業界や関連業界の

施設見学などを行っています。 

 

⑧ 情報提供事業 
 

行政は、新居浜機械産業協同組合を愛媛県内でも屈指の組合として位置づけており、行政施策

を普及させるため組合へ各種情報を提供しています。組合はその中でも組合員にとって有用な情

報をチョイスしてリアルタイムにメー

ルや組合ホームページを通して組合員

に情報を提供しています。また、組合事

業から得た有用情報についても同様に

対応しています。 

さらに、組合は新居浜地域の鉄工業の

ブランド化を進めるため、組合概要や組

合員の企業内容、組合事業スケジュール、

無料職業紹介所、共済事業、青年部活動、

各種トピックス等を、ホームページに掲

載し、不特定多数の方にも情報を発信し

ています。 

 

⑨ 共同購買事業 
 

組合の規模のメリットを活かし、作業服と刃物等の工具の共同購入を行っています。仕入先と

の交渉力が強化されるので仕入価格の引下げ、代金決済条件などの取引条件の改善、購入品の規

格・品質の均一化などを図っています。 

新型コロナウイルス時には、サプライチェ

ーンの毀損により、組合員企業でマスクや防

塵マスクなど不足が見られましたが、愛媛県

内の協同組合等のネットワークを生かし一部

調達することが出来ました。今後も組合員の

ご要望に応え、共同購買事業の充実化に努め

ます。 

 

組合ホームページ 



 

⑩ 労働保険事務組合および健康診断の斡旋 
 

組合は、厚生労働大臣の認可を受けて、主として組合員から委託を受けて、事業主が行うべき

労働保険の事務処理を行っています。また、

単独で自社内の健康診断が難しい場合、組

合員の利便性を図るため組合斡旋により、

複数社による近郊での健康診断を実施して

います。これらにより、組合員の事務負担

軽減や利便性を図っています。 

 

⑪ 愛媛県火災共済協同組合の代理店業務 
 

愛媛県火災共済協同組合は、本組合と同じように「相互扶助の精神に基づき、組合員の経済的

地位向上を図るため」に設立された会社で、各都道府県にありま

す。本組合は愛媛県火災共済協同組合の代理店として、組合員に

様々な保険商品を提供しています。 

代理店手数料は、組合の収入として、事業活動の経費として役

立っています。 

 

⑫ その他の事業 
 

〇 機産会（ゴルフ）・・・親睦を深めるため、組合会員と関係機関（行政機関、住友企業、金

融機関他）の方をお招きして年

2 回、6 月と 11 月にゴルフコン

ペを開催しています。 

〇 機械産業研修部（旅行会）・・・毎年

組合員から会員を募り、11 月後

半に 2 泊 3 日の観光旅行を実施

しています。ご夫婦で参加される方も多く、アットホームな親睦の場となっています。 

〇 東予ものづくり祭・・・東予ものづくり祭は、イオンモール(株)新居浜の協力のもと 2017

年から始まりました。2019 年からは、

多くの機関の協力を得ることと、継続

的な開催を目指し行政と関係機関か

らなる実行委員会が主催者となりま

した。本組合もこの実行委員会の主力

メンバーとして、この催事をとおし新

居浜地域のものづくりの知名度アップに尽力しています。 


